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児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。
通告は義務、秘密は守ります。児童虐待の早期発見

には、地域の皆さんからの通告がとても重要で、すべ
ての国民に対し速やかに通告することが、法律によっ
て義務付けられています。通告は匿名で行うことも可
能で、通告者や内容に関する秘密は守られます。
通告は子どもを虐待から守るだけでなく、子育てに

悩みや負担を抱える養育者を助けることにもなります。
虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、

自身が出産や子育てに悩んだときは、連絡してください。

虐待は親などが子どもに対して次の行為をすること
です。
【身体的虐待】
殴
なぐ
る、蹴

け
る、叩

たた
く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけど

を負わせる、溺
おぼ
れさせる、しつけによる体罰など

市では、災害発生時に自力避難が困難で支援が必要と予
想される人を対象に、避難行動要支援者名簿を作成・更新し
ています。
支援が必要な人のうち、情報の提供に同意してもらえる

人の名簿情報（同意者名簿）を避難支援者に提供し、災害時
だけではなく、日ごろからの地域での見守りと災害発生時
に支援が得られやすい仕組みを作ります。
避難行動要支援者とは
在宅で生活している人で、第三者の支援が必要と予想さ

れる人です。市では、地域防災計画において、次の人を避
難行動要支援者名簿への登録対象者としています。
（ア）要介護認定3～5を受けている人
（イ）身体障がい者手帳1・2級（総合等級）の所持者
（ウ）療育手帳Ａの所持者
（エ）精神障がい者保健福祉手帳１級の所持者
（オ） 障害者総合支援法による障害福祉サービスなどを受け

ている難病者
（カ）（ア）～（オ）以外で、市長が支援の必要性を認めた人
避難支援者とは
要支援者を日ごろから見守り、災害が発生しそうな場合

や発生時に、災害に関する情報伝達、避難を支援してもら
う人ですが、確実な支援や救出を確約するものではありま
せん。

【性的虐待】
子どもへの性的な行為、性的行為を見せる、ポルノグ

ラフィーの被写体にするなど
【ネグレクト】
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、

自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れ
て行かないなど
【心理的虐待】
言葉による脅

おど
し、無

視、きょうだい間での
差別的扱い、子どもの
目の前で家族に対して
暴力をふるう（ドメス
ティック・バイオレン
ス＝DV）など

「同意者名簿」の提供先（避難支援者）
▽民生委員・児童委員   ▽社会福祉協議会
▽消防機関（消防本部・消防団）   ▽警察
▽自主防災組織
「同意者名簿」の登録方法
新たに左の（ア）～（オ）に該当する人には、市から「登録希

望調査票」を送付しています。必要事項を記入の上、同封の
返信用封筒で返信してください。
その他、左の該当者以外でも、在宅で生活している人で

自力避難が困難で、支援が必要であれば、名簿登録が可能
です。詳しくは問い合わせください。
「同意者名簿」で提供する情報
氏名、生年月日、性別、住所または居所、電話番号、避

難支援などを必要とする事由などの個人情報を、避難支援
者に事前提供します。
その他
▽ 大規模災害が発生した場合は、避難支援者も被災者とな
る可能性があります。あくまでも、そのときに「できる範
囲内での支援」となりますので、ご理解ください。
▽ 「同意者名簿」の作成・登録および情報提供にあたり、平常
時の見守り活動および避難支援以外の目的に利用するこ
とはありません。

児童虐待防止推進月間避難行動要支援者名簿
問こども家庭センター（家庭児童相談）
問府中央子ども家庭センター
問児童相談所虐待対応ダイヤル 24時間対応

問地域福祉課 ℡06-6992-1655
℡072-828-0161
℡189(いちはやく)  通話料無料

℡06-6992-1570

第13回　令和6年度文化講座
　２回ある講座は、1回のみの受講も可能です。
　受講費は原則無料ですが、材料費は自己負担です。

通所型サービスCを卒業した皆さんの声
守口市   Gさん（80歳）
「通所Cに行って足があがるようになった。行かんかったら足あがらんかったと思う。家のお風呂深
いから…。友達もいてるので体操に続けてきている。週2回今後も頑張ります」

通所型サービスCを利用できる人
①要支援1・2に認定された人
② 要介護認定を受けていない人で「基本チェックリスト」
により事業対象者に該当した人

利用回数　12回
※プログラムは週1回   約2時間
※ 悩みが改善しない場合は最大24回まで延長する場合
あり

￥プログラム1回につき300円
※延長した場合は13回目から1回500円

通所型サービスC（短期集中型）とは、筋力低下などにより日常生活が大変になった高齢者を対象に、元気を取り戻
すため、リハビリ専門職などがサポートをしながら一人ひとりにあった運動プログラムが受けられるサービスです。
栄養のとり方や口腔ケアを学ぶことができます。

通所型サービスCの利用を希望する人は
お近くの地域包括支援センターへ

高齢者の皆さん!年だから仕方がないと思っていませんか？
問高齢介護課 ℡06-6992-1613

相談先 小学校区担当地区
第1地域
℡ 06-6904-8900

よつば（旧大久保・旧東）・梶・
藤田・八雲東（大日東町1番～10番）

第2地域
℡ 06-4393-8401 庭窪・金田・佐太

第3地域
℡ 06-6908-2808 八雲・下島（旧八雲・旧下島）

第4地域
℡ 06-4250-7878

守口・八雲東（大日東町1番～10番
を除く）・さつき（旧滝井）

第5地域
℡ 06-6992-1180

さつき（旧春日）・
さくら（旧三郷・旧橋波）

第6地域
℡ 06-6997-3336 寺方南（旧寺方・旧南）・錦

講座名 内容 日時（11月） 場所 定員 持ち物・備考 問い合わせ

全国の民踊講座 北海道をはじめ全国の民
踊をします。

6日・27日（水）
13：00～15：00

東部エリアCC
第1会議室 先着10人 飲み物

備スリッパ・サンダルは不可
℡090-8795-6299
（長谷川）

エコクラフトで作る
カバン講座

中型くらいのカバンを
作ります。

9日（土）
23日（土・祝）
13：00～16：00

中部エリアCC
9日は会議室2
23日は会議室1

先着10人
ハサミ・ものさし・せんたくばさ
み・ボンド・チャコペン
備材料費800円が必要

℡090-3929-0321
（黒瀬）

津軽三味線を弾いて
みよう講座

津軽三味線の基本を知
り、「さくらさくら」を弾
いてみましょう。

12日・26日（火）
10：00～12：00

中部エリアCC
防音室 先着3人 ――――― ℡090-3619-5293

（村林）

詩吟講座 中学で学ぶ漢詩を吟じて
みましょう。

14日（木）
18日（月）

13：30～15：00
南部エリアCC
多目的室2 先着5人 飲み物

℡06-6991-4924
　080-1484-4900
（藤浴(ふじえき））

仕舞講座 ｢鶴亀」を舞いましょう。 17日・24日（日）
13：30～15：30

中部エリアCC
和室 先着5人 白たびまたは白色のソックス・

舞い扇（なければ貸し出します）
℡06-6992-5128
（今西）

手品にしたしむ講座 忘年会・新年会で
みんなを驚かせよう

24日（日）
14：30～15：30

中部エリアCC
調理室 先着10人 トランプ ℡090-1079-1623

（岡本）

フラダンス講座 フラの曲を楽しんで、
踊ってみましょう。

29日（金）
10：00～11：00

南部エリアCC
多目的室1 先着10人 飲み物 ℡090-1580-1200

（宮崎）

着付教室
着付の練習を一緒に楽し
みませんか？帯結びの復
習をしたいなどご要望に
応じます。

29日（金）
10：00～12：00

中部エリアCC
和室 先着5人

着物・帯・長じゅばん・裾よけ・肌
じゅばん・足袋・衿芯・紐（5本)・だ
てじめ (2本)・前板・帯枕・帯あげ・
帯〆(着物・帯の種類は自由 )

℡090-5655-1593
（髙木）

秋の歌を歌おう講座
菩提樹などの秋の歌を聞
きローレライを歌ってみ
ます。

30日（土）
13：00～14：30

中部エリアCC
防音室 先着5人 ――――― ℡090-2018-1955

（山﨑）

勇気を出して連絡を !いざというときのために同意者名簿に登録を

市文化協会主催 通所型サービスC（短期集中型）で元気アップ


